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新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、各事業の実施を中止・延期することがあります。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、各事業の実施を中止・延期することがあります。開催の有無や詳
しい情報はお問い合わせください。発熱や咳などの風邪症状がある場合、参加を控えていただきますようお願いします。

ス
ポ
ー
ツ

健
康
・福
祉

文
化
・芸
術

環
境
・エ
コ

お
知
ら
せ

子
育
て
・教
育

【HP 番号】彦根市ホームページにより詳しい情報を掲載している場合は、ホームページ番号を表記しています。彦根市ホームページのトッ
                プ画面にある検索欄にホームページ番号を入力すると、該当ページに直接アクセスすることができます。
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お知らせ

12 月 4 日㈰～同 10 日㈯は　
人権週間です

●誰かのことじゃない
　あらゆる差別や偏見をなくし、みん
なが明るく暮らせる社会をつくるため
には、私たち一人ひとりが、人権につ
いて正しく理解し、周りの人の人権を
尊重する意識を持つことが大切です。
●人権に関する相談は、各種相談窓口へ　
　あらゆる差別問題や家庭内・職
場内・隣近所での問題などについ
ての相談を受け付けています。
▶︎みんなの人権 110 番
　☎ 0570-003-110
▶︎子どもの人権 110 番
　☎ 0120-007-110
▶︎女性の人権ホットライン
　☎ 0570-070-810
▶︎外国語人権相談ダイヤル
　☎ 0570-090-911
▶︎大津地方法務局人権擁護課
　☎ 077-522-4673
▶︎大津地方法務局彦根支局
　☎ 22-0291
問 人権政策課
☎️ 30-6115 FAX 24-8577

【HP 番号：11826】

軽自動車税納付確認システム
が始まります

　令和 5 年 1 月から軽自動車税納
付確認システム（軽 JNKS）が開始
されることに伴い、車検を受ける
際に継続検査窓口での納税証明書
の提示が原則不要になります。
※小型二輪自動車は、従来通り、納
税証明書が必要です。
※軽自動車税（種別割）の納付情報
がシステムに登録されるまで、相
応の時間がかかることから、納付
後すぐに車検を受ける場合には、
納税証明書の提示が必要となる場
合があります。
問 債権管理課
☎️ 30-6109　FAX 22-1398

【HP 番号：21243】

彦根城世界遺産登録に向けて開催！
らぶひこ会議

　“世界遺産のあるまちづくり”を
みんなで一緒に考える「市民オー
プン座談会『らぶひこ会議』」を開
催します。今回のテーマは“住む
人にも訪れる人にも魅力的なまち
づくり”です。

 令和 5 年 1 月 15 日㈰、同 2 月 12
日㈰ 14：00 ～ 16：00（13：30 開場）
場 彦根城博物館（金亀町）講堂
対 世界遺産のあるまちづくりに興
味のある人で、両日参加できる人
定 30 人（先着順）
申 12 月 28 日㈬までに
Webフォーム（QRコード）
問 彦根市シティプロモーション戦
略推進委員会事務局（広報戦略課内）
☎️ 30-6143　FAX 22-1398

【HP 番号：14161】

彦根市職員採用試験

試験区分（人数） 
①初級消防職員（若干名）
②経験者・初級消防職員（若干名）
受付方法 原則、彦根市電子申請
サービスによる受付
受付期限
①・② 12 月 21 日㈬ 17：15
試験日 
①令和 5 年 1 月 15 日㈰
②令和 5 年 2 月 18 日㈯
他 各職種の職務内容、受験資格な
ど、詳しくは彦根市ホームページ
をご覧ください。
問 人事課
☎️ 30-6106　FAX 22-1398

【HP 番号：① 21233 ② 21232】

令和 5 年度 金亀・荒神山公園
年間利用調整会議

 令和 5 年 1 月 14 日㈯ 10：30
場 子どもセンター（日夏町）多目的室
対象施設 

【金亀公園】…テニスコート・多目
的競技場・多目的グラウンド

【荒神山公園】…野球場・テニス
コート・多目的広場
申込期限 令和 5 年 1 月 4 日㈬（必着）
他 申込方法など、詳しくはお問い
合わせいただくか、各公園のホー
ムページをご覧ください。
問 髙木・技研 特別共同体
☎️ 21-3923

除雪作業に　　　　　　　　
ご協力をお願いします

＜除雪対策期間＞
　冬季は、積雪や路面凍結により、
交通障害が発生する恐れがありま
す。市では、積雪などによる市民
生活への影響を最小限に抑えるた
め、12 月 1 日㈭～令和 5 年 3 月
20 日㈪を除雪対策期間と定め、幹
線道路を中心に除雪作業や凍結防
止作業を行います。
▶︎作業は、主に深夜から早朝にか
けて行い、積雪状況によっては、道
路を通行止めにして行う場合もあ
ります。
▶︎除雪作業が円滑に行えるよう、
作業の妨げとなる路上駐車などは、
おやめくださいますようお願いし
ます。
＜除雪作業のお願い＞
　迅速な作業に努めてまいります
が、限られた時間の中、市だけで
全ての道路を十分に除雪すること
は不可能であるため、幹線道路以
外の生活道路や歩道、通学路など
の除雪作業につきましては、地域
の皆様で、ご対応いただくととも
に、機械除雪作業に対する補助制
度の活用をご検討いただきますよ
うお願いいたします（詳しくは広報
ひこね 11 月 1 日号 24 ページをご覧く
ださい）。
＜大雪時等の生活道路の排雪先＞
　昨年のような大雪時における生
活道路の排雪先については、地域
の側溝や近くの河川・水路などへ、
通水の支障とならないよう排雪を
お願いします。
問 道路河川課
☎️ 30-6122　FAX 24-5211

【HP 番号：11779】

狂犬病予防注射を受けましょう

　狂犬病予防注射の接種期間は、
例年 4 月 1 日～ 6 月 30 日ですが、
新型コロナウイルス感染症の影響
に伴い、今年度は特例として、12
月 31 日㈯までに接種すれば、期間
内に接種したものとみなされます。
狂犬病予防注射は、年 1 回受けな
ければいけませんので、まだ今年
度の接種をしていない場合は速や
かに受けましょう。
問 生活環境課
☎️ 30-6116　FAX 27-0395

市税などの納付は　　　　　
口座振替をご利用ください

申 預貯金口座のある市の取扱金
融機関の窓口
▶︎彦根市市税等（預金）口座振替依
頼書（上下水道料金の場合は「彦根市上
下水道料金口座振替依頼書」）、預貯金通
帳、通帳使用印鑑を持って申し込み。
▶︎用紙は各担当課、出納室（市役所
本庁舎 1 階）、市内の各金融機関の窓
口にあります。
他 領収通知書の発行は省略してい
ます（領収通知書の送付を希望する人
は、事前に各担当課へお申し出くださ
い）。取扱金融機関など、詳しくは彦
根市ホームページをご確認ください。

【HP 番号：3178】

税目 問い合わせ先
固定資産税・都市計画税 税務課☎️30-6108
軽自動車税（種別割） 税務課☎️30-6108
市県民税（普通徴収） 税務課☎️30-6108

国民健康保険料
（普通徴収）

保険年金課
☎️30-6145

介護保険料
（普通徴収）

保険年金課
☎️30-6145

後期高齢者医療保険料
（普通徴収）

保険年金課
☎️30-6145

市営住宅家賃 建築住宅課
☎️30-6123

市営住宅駐車場使用料 建築住宅課
☎️30-6123

上下水道料金
彦根市上下水道料金お
客様サービスセンター
☎️27-2802

し尿処理手数料 生活環境課
☎️30-6116

下水道受益者負担金・
分担金

上下水道業務課
☎️22-5458

農村下水道使用料 農林水産課
☎️30-6118

保育所等保育料 幼児課☎️23-9597

放課後児童クラブ負担金 生涯学習課
☎️24-7974

償却資産の申告期限は　　　
令和 5 年 1 月 31 日㈫です

　償却資産とは、事業のために使
うことのできる土地・家屋以外の
資産のことで、固定資産税の課税
対象です。市内で事業を行ってい
る事業者は、毎年 1 月 1 日現在の
資産状況を申告する必要がありま
す。詳しくは、彦根市ホームぺー
ジをご確認ください。
＜インターネット（エルタックス）で
も申告できます＞
　窓口に出向いたり、郵送する手
間が省けます。申告方法は、エル
タックスのホームページ（QR コー
ド）をご確認ください。
問 税務課
☎️ 30-6138
FAX 22-1398

【HP 番号：4939】

国民年金保険料の免除・納付猶予をし
ている方へ
追納制度をお勧めします

　国民年金には、経済的な理由な
どで保険料を納めることが困難な
場合、保険料の全額または一部が
免除される「申請免除制度」、障害
基礎年金受給者を対象とした「法
定免除制度」や学生対象の「学生
納付特例制度」があります。
　これらの保険料免除・納付猶予
などを受けた期間は、受給資格期
間に算入されますが、受け取る年
金額は保険料を全額納付した場合
より少なくなります。
　10 年以内であれば、遡

さかのぼ

って保険
料を納付することができる「追納
制度」があります。承認を受けた
期間の年度から起算して、３年度
目からは、当時の保険料に加算金
がつきます。
　追納を希望する場合は、保険年
金課・支所・各出張所または彦根
年金事務所にてお手続きください。
問 保険年金課
☎️ 30-6136　FAX 22-1398

【HP 番号：4892】

12月は「ストップ滞納! ! 強化月間」

　皆さんが納める税金は、福祉・教育などの身近な行政サービスに使われ、
保険料はいつでも安心して医療や介護サービスを受けられる制度の運営
に使われる大切な財源です。公平な負担をお願いするため、12 月は滞納
整理を強化しています。　
　未納のまま放置すると、給与の差押えなどを行う場合があります。病
気・失業・災害・事業の廃止など、やむを得ない事情があるときや、多重
債務などで納付が困難なときは、放置せず、急ぎご相談ください。
問 債権管理課☎️ 30-6109　FAX 22-1398【HP 番号：21242】

ウィズ市民企画講座
「ふわふわ（２〇２〇）マルシェ」

　心と身体を癒し、皆さんが楽し
めるマルシェを開催します。

 12 月 3 日㈯ 10：00 ～ 15：00
場 彦根市男女共同参画センター

「ウィズ」（平田町）
問 はーとふるShiga＆まちの保健
室ひこね（福原さん）
☎️ 080-4014-8717

 hale.anela@gmail.
com

【HP 番号：17908】 ▲︎Instagram

▲︎金亀公園 ▲︎荒神山公園


